
平成２５年度高齢者虐待の状況について 

１ 趣旨 

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（以下「高齢者虐待防止法」

という。）第２５条の規定に基づき、平成２５年度の状況を公表する。 

 

２ 集計の概要 

○対 象 者 ６５歳以上の高齢者 

○対象期間 平成２５年４月～平成２６年３月 

○集計方法 養介護施設従事者等(*1)による虐待及び養護者(*2)による虐待について、市町

村からの報告に基づき県全体を集計 

*1「養介護施設従事者等」介護老人福祉施設など養介護施設又は居宅サービス事業など

養介護事業の業務に従事する者 

*2「養護者」高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等 

 

３ 集計結果の概要（詳細は「別紙」のとおり） 

（１）養介護施設従事者等による虐待 

虐待認定件数 ３件（相談・通報届出件数 ７件） ［Ｈ２４年度 １件（同 ６件）］ 

養介護施設

等の種別 

有料老人ホーム 高齢者共同住宅に

併設する訪問介護

事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所、

有料老人ホーム     （注） 

虐待を行っ

た者の職名

又は職種 

管理職 管理職 経営者・開設者 

管理職 

介護職員 

虐待に対す

る市町村の

対応 

再発防止に向けて

必要な措置（高齢

者虐待防止のため

の研修の実施等）

を講じるよう指導 

再発防止に向けて

必要な措置（高齢

者虐待防止のため

の研修の実施等）

を講じるよう指導 

介護保険法に基づく指定の効力

の一部停止（小規模多機能型居宅

介護事業所） 

（県：老人福祉法に基づく改善措

置命令（有料老人ホーム）） 

  （注）小規模多機能型居宅介護事業所と有料老人ホームは同一法人が同じフロア内に併設しており、被虐待者は

両方の施設を利用していた高齢者である。なお、当該施設における虐待事案の内容については、平成25年

７月18日付けで公表済み。 

（２）養護者による虐待 

①件数 １２４件（相談・通報届出件数 ２０３件） ［Ｈ24年度 ８９件（同 １３６件）］ 

虐待を受けた高齢者の性別は、女性が78％、男性が22％で、年齢は、80歳以上が63％を

占めた。虐待の種別は、身体的虐待が最も多く、次いで心理的虐待、介護・世話の放棄・

放任、経済的虐待の順に多い。虐待をした者は、息子が最も多く、次いで夫、娘、妻の順

に多い。 

②市町村の対応 

養護者に対する助言・指導や介護保険サービスの利用による分離等により、再発防止に

向けた取組が行われた。 

 

４ 県の取組 

虐待の未然防止や早期発見に向け、また虐待が発生した際、迅速かつ適切に対応する体制を

構築するため、以下の取組を行っている。 



（１）高齢者虐待防止法の趣旨等の定着を図るための普及啓発の推進 

（２）介護保険施設等に対する適切な指導や介護サービス従事者を対象にした研修の実施 

（３）市町村及び地域包括支援センター職員に対する弁護士等による支援の実施 

（４）認知症や認知症高齢者等に関する正しい知識の普及 

 

５ 全国の状況 

全国における平成２５年度高齢者虐待の状況については、本日付けで厚生労働省から公表さ

れる予定である。 


